
1 令和6年10月28日（月曜日） （第18174号）東　京　都　公　報

目

次

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
渋
谷
区
代
々
木

神
園
町
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

告
　
　
　
示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	
二

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…	

三

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…	

五

規
　
　
　
則
（
公
）

○
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…	

七

公
　
　
　
告

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…

　

…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…	

七

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…	

七

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の
届
出

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…	

七

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
号

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
四
十

七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
北
区
王
子
五
丁
目

地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類　

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

要
措
置
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
三
鷹
市
下
連
雀
七
丁
目
地

内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四　

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置　

地
下
水
の

水
質
の
測
定
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◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
三
鷹
市
下
連
雀

七
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
水
銀
及
び
そ
の
化

合
物



5 令和6年10月28日（月曜日） （第18174号）東　京　都　公　報

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

路
線
名

奥
多
摩
青
梅

二

変
更
の
区
間

青
梅
市
畑
中
三
丁
目
七
百
七
十
二
番
一
地
先
か

ら
同
所
七
百
九
十
三
番
二
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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み
や
の
ひ
ら

至
立
川

至
奥
多
摩

多

川
摩

Ｊ
Ｒ
青
梅
線

至
二
俣
尾

至
裏
宿
町

一
般
国
道
四
百
十
一
号

都道奥多摩青梅線

至長淵

区域変更箇所

日向和田
一丁目

日向和田
二丁目

日向和田
三丁目

畑中
二丁目

畑中
三丁目

和田町
一丁目

和田町
二丁目

八
八
四
の
一

七
七
二
の
一

七
九
三
の
二

七
七
三
の
三

九
三
二
の
一

九
三
〇
の
三

青 梅 市
畑中三丁目

青梅市

都道奥多摩青梅線至梅郷

至長淵

七
七
四
の
一

1
6
.
0
9

1
7
.
1
6

1
6
.
0
4

1.
67

1
7.
1
7

1
6
.
0
0

一
般
国
道

別
図都

道
奥
多
摩
青
梅
線
区
域
変
更
略
図

都

道

市

道

延
長

三
九
・
八
七
メ
ー
ト
ル

面
積

二
六
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

編
入
区
域

至
梅
郷

和田橋

青
梅
市
畑
中
三
丁
目
地
内
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令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事　

小
池　

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二　

対
象
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
環
状
二
号
線
（
中
央
区
晴
海
四
丁
目
～
銀

座
八
丁
目
間
）
建
設
事
業

三　

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日

四　

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
六
年
九
月
十
二
日

五　

届
出
日

令
和
六
年
十
月
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

氏
名　

荻
井　

利
宏

二	　

住
所　

千
代
田
区
麴
町
二
丁
目
十
四
番
地
六　

麴
町
パ
レ
ス
八

〇
六
号特

定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ

い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

港
区
愛
宕
一
丁
目
十
番
一
、
同
番

二
及
び
同
番
十
二
の
各
一
部
、
十

六
番
一
か
ら
同
番
十
一
ま
で
、
十

七
番
一
か
ら
同
番
四
ま
で
、
同
番

九
か
ら
同
番
十
五
ま
で
、
十
八
番
、

十
九
番
三
並
び
に
同
番
四
（
第
一

工
区
）

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一

号独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

東
日
本
再
生
本
部

　

本
部
長　
　
　

西
野　

健
介

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
東
京
都
市
計
画
道
路
環
状
第
二
号
線
（
中
央
区
晴
海
四

丁
目
～
銀
座
八
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
工
事

完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条

例
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

規
　
　
　
則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
10月
28日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
14号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則

（昭
和
46年

11月
30日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
８
条
第
４
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷　
削
除

　
　
附　

則

１　
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
11月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
道
路
交
通
規
則
第
８
条
の

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
車
両
等
の
運
転
を
し
た

者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
車
両
等
の
運
転
を
し
た
者
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公
　
　
　
告

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弥
生
町
二
丁
目
19
番
地
区
防
災

街
区
整
備
事
業
組
合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日
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